
広
島
県
緊
急
雇
用
対
策
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
四
日

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦

広
島
県
条
例
第
十
五
号 

広
島
県
緊
急
雇
用
対
策
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

広
島
県
緊
急
雇
用
対
策
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
二
年
広
島
県
条
例
第
十
四
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

附
則
第
二
項
中
「
改
正
後
の
」
の
下
に
「
広
島
県
緊
急
雇
用
対
策
基
金
条
例
」
を
加
え
、
「
及
び
平
成

二
十
二
年
度
」
を
「
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
項
中
「
改
正
前
の
」
の
下
に
「
広
島
県
緊
急
雇
用
対
策
基
金
条
例
」
を
加
え
る
。

 

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４ 

附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
に
要
す
る
基
金
の
一
部
に
相
当
す
る
額
を
国
に
納
付
す
る
と
き
は
、

広
島
県
緊
急
雇
用
対
策
基
金
条
例
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
基
金
の
一
部
を
処
分
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


